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(57)【要約】
【課題】一定期間使用した歯車の歯面損傷に対する残存
寿命を非破壊で分析して推定し得る歯車の残存寿命推定
方法を提供する。
【解決手段】評価対象とした歯車１の歯面１ａにおける
ヘルツ圧力分布に基づきヘルツ圧力の最高部位Ｓと最低
部位Ｗとを特定し、これら最高部位Ｓと最低部位Ｗとに
関しＸ線回折分析により半価幅を測定し、その最高部位
Ｓの半価幅を最低部位Ｗの半価幅で除して相対半価幅を
求める一方、前記評価対象の歯車１と同一製品の歯車１
を用いた実験に基づき当該実験対象の歯車１に関する相
対半価幅と歯面１ａ損傷発生時の総回転回数を１とした
寿命比との関係を示す特性曲線を求めておき、この特性
曲線に前記評価対象の歯車１に関する現在の相対半価幅
を照らし合わせて現在の寿命比の値を読み取り、この寿
命比の値に基づき残存寿命を推定する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　評価対象とした歯車の歯面におけるヘルツ圧力分布に基づきヘルツ圧力の最高部位と最
低部位とを特定し、これら最高部位と最低部位とに関しＸ線回折分析により半価幅を測定
し、その最高部位の半価幅を最低部位の半価幅で除して相対半価幅を求める一方、前記評
価対象の歯車と同一製品の歯車を用いた実験に基づき当該実験対象の歯車に関する相対半
価幅と歯面損傷発生時の総回転回数を１とした寿命比との関係を示す特性曲線を求めてお
き、この特性曲線に前記評価対象の歯車に関する現在の相対半価幅を照らし合わせて現在
の寿命比の値を読み取り、この寿命比の値に基づき残存寿命を推定することを特徴とする
歯車の残存寿命推定方法。
【請求項２】
　評価対象とした歯車の歯面におけるヘルツ圧力の最高部位と最低部位とに一定波長のＸ
線を角度を変えながら照射し、該Ｘ線が前記歯面の結晶格子にて散乱する反射Ｘ線の回折
角に対するＸ線強度を測定し、該Ｘ線強度のピーク値の１／２のＸ線強度に対する回折角
の幅である半価幅を測定することを特徴とする請求項１に記載の歯車の残存寿命推定方法
。
【請求項３】
　互いに噛み合う一対の歯車のうちの何れか一方の平均歯面形状と他方の各歯面形状との
組み合わせについて二歯面の形状誤差を一方に統合した相対歯面形状を求め、全く形状誤
差のない理論歯面と前記相対歯面形状を持つ歯面との噛み合いに置換してヘルツ圧力分布
を求めることを特徴とする請求項１又は２に記載の歯車の残存寿命推定方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、歯車の残存寿命推定方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、動力伝達用の歯車では、長期間壊れずに必要な動力を効率良く且つ静かに伝
達できる性能が求められるが、この種の歯車を基幹要素として用いる自動車のトランスミ
ッションにあっては、動力性能はもとより環境問題にまつわる燃費性能の向上が高いレベ
ルで要求されるようになってきているため、これに用いられる歯車についても更なる高強
度化及び長寿命化が求められており、より高い負荷トルクにも対応し得る信頼性の高い歯
車が望まれている。
【０００３】
　ここで、前記歯車に発生する損傷は、歯が歯元から折れる折損、歯面が剥離するピッチ
ングやスポーリングと呼ばれる損傷、歯面が焼け付く損傷の三種類に大別できるが、近年
においては、材料や熱処理の改良及びショットピーニングの採用等により歯元折損に対す
る強度が向上してきており、潤滑油の極圧性能の向上により歯面の焼き付き損傷も起こり
難くなってきているため、トランスミッションの歯車における寿命に関しては、歯面が剥
離する損傷が支配的となっている。
【０００４】
　尚、本発明に関連する先行技術文献情報としては、例えば、本発明と同じ出願人（発明
者の一部には本発明の発明者も含まれる）による下記の特許文献１，２等が既に提案され
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１２－６３１４５号公報
【特許文献２】特開２０１５－１１４２５０号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、例えば、上記の特許文献１，２等で提案されている技術は、性能試験を
実施した試験歯車における歯面強度を評価する手法に関するものであって、一定期間使用
した歯車を非破壊で分析して残存寿命（歯面が剥離する損傷が生じるまでの期間）を推定
するような手法に関するものではなく、このような一定期間使用した歯車の残存寿命を推
定する手法に関する研究報告はこれまで殆ど行われていないのが実情である。
【０００７】
　本発明は上述の実情に鑑みてなしたもので、一定期間使用した歯車の歯面損傷に対する
残存寿命を非破壊で分析して推定し得る歯車の残存寿命推定方法を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、評価対象とした歯車の歯面におけるヘルツ圧力分布に基づきヘルツ圧力の最
高部位と最低部位とを特定し、これら最高部位と最低部位とに関しＸ線回折分析により半
価幅を測定し、その最高部位の半価幅を最低部位の半価幅で除して相対半価幅を求める一
方、前記評価対象の歯車と同一製品の歯車を用いた実験に基づき当該実験対象の歯車に関
する相対半価幅と歯面損傷発生時の総回転回数を１とした寿命比との関係を示す特性曲線
を求めておき、この特性曲線に前記評価対象の歯車に関する現在の相対半価幅を照らし合
わせて現在の寿命比の値を読み取り、この寿命比の値に基づき残存寿命を推定することを
特徴とする歯車の残存寿命推定方法、に係るものである。
【０００９】
　本発明者の鋭意研究によれば、歯車の各歯面におけるヘルツ圧力分布と歯面損傷の発生
箇所には相関があり、歯車の各歯面に生じる歯面損傷はヘルツ圧力の最高部位で最も起こ
り易く、少なくともヘルツ圧力の最低部位では起こらないことが判明しており、また、歯
車を用いて負荷運転を行い、一定の回転回数毎に歯面の最高部位と最低部位とにおけるＸ
線回折分析での半価幅を測定すると、最高部位における半価幅が運転初期に大きく低下し
た後に徐々に低下して歯面損傷に到るのに対し、最低部位における半価幅は運転初期に大
きく低下した後に略一定値で推移して歯面損傷に到らないことも判明している。
【００１０】
　依って、最低部位における半価幅が運転初期以降に略一定値で推移していくことを踏ま
えて該最低部位の半価幅を基準とし、この最低部位の半価幅で前記最高部位の半価幅を除
して該最高部位の半価幅の変化率を相対半価幅として求めれば、この相対半価幅が歯車の
残存寿命を推定する上での指標となり、更に、評価対象の歯車と同一製品の歯車を用いて
一定の回転回数毎に半価幅の測定を行いながら未使用状態から歯面損傷が発生するまで負
荷運転を繰り返す実験を行い、当該実験対象の歯車に関する相対半価幅と歯面損傷発生時
の総回転回数を１とした寿命比との関係を示す特性曲線を求めれば、この特性曲線が同一
製品の歯車の寿命に関して一般化された特性を示すものとなる。
【００１１】
　ここで、Ｘ線回折分析により半価幅を測定して金属疲労の蓄積を捉える手法自体は従来
周知であり、金属疲労の進行に伴い半価幅が減少することが知られているが、同一性状で
も製造ロットにより金属疲労の進行と半価幅との関係は変化するものであり、その絶対値
を単純に同一製品全てに共通する残存寿命の指標とすることはできず、ある基準に対する
変化率として一般化した指標を用いる必要があるため、本発明にあっては、最低部位の半
価幅で最高部位の半価幅を除して該最高部位の半価幅の変化率を相対半価幅として求めて
いる。
【００１２】
　また、前記相対半価幅を求めるに際し、使用前の歯面の半価幅を基準にできれば最も望
ましいが、点検整備時や市場回収品の調査時に使用前の歯面の半価幅を知る由も無く、ま
た、同一製品の未使用の歯面の半価幅で代用したとしても、その熱処理や表面仕上げ等の
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状態により個体差が生じて正しい評価ができないことを付言しておく。
【００１３】
　而して、評価対象の歯車と同一製品の歯車について求められた特性曲線に評価対象の歯
車に関する現在の相対半価幅を照らし合わせて現在の寿命比の値を読み取ると、これまで
評価対象の歯車を使用してきた期間に消費された製品寿命の割合が判るので、現在の寿命
比の値を１から減じた値に基づき、これまでと同じ使用条件で継続使用した場合に想定さ
れる寿命のうち何割の残存寿命があるかが推定されることになる。
【００１４】
　また、本発明で各歯面の最高部位と最低部位とに関しＸ線回折分析により半価幅を測定
するにあたっては、評価対象とした歯車の歯面におけるヘルツ圧力の最高部位と最低部位
とに一定波長のＸ線を角度を変えながら照射し、該Ｘ線が前記歯面の結晶格子にて散乱す
る反射Ｘ線の回折角に対するＸ線強度を測定し、該Ｘ線強度のピーク値の１／２のＸ線強
度に対する回折角の幅である半価幅を測定すれば良い。
【００１５】
　更に、本発明で評価対象の歯車の各歯面におけるヘルツ圧力分布を求めるにあたっては
、互いに噛み合う一対の歯車のうちの何れか一方の平均歯面形状と他方の各歯面形状との
組み合わせについて二歯面の形状誤差を一方に統合した相対歯面形状を求め、全く形状誤
差のない理論歯面と前記相対歯面形状を持つ歯面との噛み合いに置換してヘルツ圧力分布
を求めれば良い。
【発明の効果】
【００１６】
　上記した本発明の歯車の残存寿命推定方法によれば、一定期間使用した歯車の歯面損傷
に対する残存寿命を非破壊で分析して推定することができるので、自動車のトランスミッ
ション等に代表される歯車を基幹要素とする機器類を点検整備するにあたり、整備性や信
頼性の向上を図ることができ、また、中古部品の品質を確認することができて該中古部品
の使用にあたっての信頼性の向上を図ることもでき、更には、市場回収品における歯車の
残存寿命を調査することで設計技術や評価技術の向上を図ることもできる等種々の優れた
効果を奏し得る。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明を実施する形態の一例を示す斜視図である。
【図２】本形態例のＸ線回折分析による半価幅の測定に関する説明図である。
【図３】図２の検出器による測定結果を示すＸ線回折曲線のグラフである。
【図４】図１の最高部位における半価幅の推移を示すグラフである。
【図５】図１の最低部位における半価幅の推移を示すグラフである。
【図６】本形態例に用いる特性曲線のグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下本発明の実施の形態を図面を参照しつつ説明する。
【００１９】
　図１に示す如く、本形態例においては、一定期間使用した歯車１を評価対象として残存
寿命を推定するにあたり、例えば、歯車１における対角に位置する二つの歯面１ａを評価
対象とし、該歯面１ａにおけるヘルツ圧力（曲面をなす二物体の表面が互いに押し付けら
れた際に接触点に働く大きな集中応力：接触応力とも言う）の分布に基づき、その分布内
におけるヘルツ圧力の最高部位Ｓと最低部位Ｗとを夫々特定し、これら最高部位Ｓと最低
部位Ｗとに関しＸ線回折分析により半価幅を測定し、その最高部位Ｓの半価幅を最低部位
Ｗの半価幅で除して相対半価幅を求め、これを歯車１の残存寿命を推定するための指標と
している。
【００２０】
　即ち、本発明者の鋭意研究によれば、歯車１の各歯面１ａにおけるヘルツ圧力分布と歯
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面損傷の発生箇所には相関があり、歯車１の各歯面１ａに生じる歯面損傷はヘルツ圧力の
最高部位Ｓで最も起こり易く、少なくともヘルツ圧力の最低部位Ｗでは起こらないという
事実が確認されているので、歯面損傷が発生するであろう最高部位ＳについてＸ線回折分
析により半価幅を測定する一方、相対半価幅を求めるための基準として最低部位Ｗにおけ
る半価幅も測定するようにしている。
【００２１】
　ここで、Ｘ線回折分析により半価幅を測定して金属疲労の蓄積を捉える手法自体は従来
周知であり、図２に示す如く、歯車１の歯面１ａにおけるヘルツ圧力の最高部位Ｓと最低
部位Ｗとに一定波長のＸ線を角度を変えながら照射すると、該Ｘ線が前記歯面１ａの結晶
格子Ｃにて散乱し、並行な二面で散乱したＸ線が特定の条件（2d sinθ＝ｎλ：ブラッグ
の法則）で干渉して強め合う回折現象が起こるので、その回折角に対するＸ線強度を検出
器２により測定し、該Ｘ線強度のピーク値の１／２のＸ線強度に対する回折角の幅である
半価幅（図３参照）を測定するようにしており、このようにして測定される半価幅は、金
属疲労の進行に伴い減少することが知られている。
【００２２】
　ただし、同一性状の歯車１であっても製造ロットにより金属疲労の進行と半価幅との関
係は必ずしも一致しないので、半価幅の絶対値を単純に同一製品全てに共通する残存寿命
の指標とすることは難しく、同一製品全てに共通する残存寿命の指標とするためには、あ
る基準に対する変化率として一般化した指標とする必要があるため、本形態例にあっては
、最低部位Ｗの半価幅を基準として最高部位Ｓの半価幅の変化率を相対半価幅として求め
て残存寿命の指標としている。
【００２３】
　尚、最低部位Ｗの半価幅を基準としているのは、本発明者による検証実験の結果に基づ
くものであり、この検証実験にて歯車１を用いて負荷運転を行い、一定の回転回数毎に歯
面１ａの最高部位Ｓと最低部位Ｗとに関しＸ線回折分析により半価幅を測定したところ、
図４のグラフに示す如く、最高部位Ｓにおける半価幅が運転初期に大きく低下した後に徐
々に低下して歯面損傷に到るのに対し、図５のグラフに示す如く、最低部位Ｗにおける半
価幅は運転初期に大きく低下した後に略一定値で推移して歯面損傷に到らないことが判明
している。
【００２４】
　依って、最低部位Ｗにおける半価幅が運転初期以降に略一定値で推移していくことを踏
まえて該最低部位Ｗの半価幅を基準とし、この最低部位Ｗの半価幅で前記最高部位Ｓの半
価幅を除して該最高部位Ｓの半価幅の変化率を相対半価幅として求め、この相対半価幅を
歯車１の残存寿命を推定する上での指標として用いている。
【００２５】
　尚、前記相対半価幅を求めるに際し、使用前の歯面１ａの半価幅を基準にできれば最も
望ましいと言えるが、点検整備時や市場回収品の調査時に使用前の歯面１ａの半価幅を知
る由も無く、また、同一製品の未使用の歯面１ａの半価幅で代用したとしても、その熱処
理や表面仕上げ等の状態による個体差があって正しい評価ができないという事情があるこ
とを付言しておく。
【００２６】
　そして、本形態例にあっては、このようにして得られた相対半価幅を以下に詳述する如
き特性曲線に照らし合わせて残存寿命を推定するようしている。即ち、この特性曲線は、
評価対象の歯車１と同一製品の歯車１を用いて一定の回転回数毎に半価幅の測定を行いな
がら未使用状態から歯面損傷が発生するまで負荷運転を繰り返す実験を行い、図６のグラ
フに示す如く、当該実験対象の歯車１に関する相対半価幅を縦軸とし、歯面損傷発生時の
総回転回数を１とした寿命比を横軸として描かれたものである。
【００２７】
　例えば、図６のグラフの場合、使用条件としての負荷トルクが１２０ｋｇｆ・ｍの場合
と１３ｋｇｆ・ｍの場合を一緒にプロットしているが、何れの場合も相対半価幅が０.９
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２～０.９３のあたりで強度限界となって歯面損傷を生じており、歯面損傷発生時の総回
転回数を１とした寿命比を横軸としたグラフでは概ね同じ特性曲線に乗ることが確認され
ている。
【００２８】
　このような特性曲線に評価対象の歯車１に関する現在の相対半価幅を照らし合わせて現
在の寿命比の値を読み取ると、これまで評価対象の歯車を使用してきた期間に消費された
製品寿命の割合が判るので、現在の寿命比の値を１から減じた値に基づき、これまでと同
じ使用条件で継続使用した場合に想定される寿命のうち何割の残存寿命があるかが推定さ
れることになる。
【００２９】
　例えば、評価対象の歯車に関する現在の相対半価幅が０.９５であったとすると、図６
の特性曲線に照らし合わせて現在の寿命比の値が０.５として読み取られ、これまで評価
対象の歯車１を使用してきた期間に消費された製品寿命の割合が５割であることが把握さ
れ、この寿命比の値である０.５を１から減じた値０.５に基づき、これまでと同じ使用条
件で継続使用した場合に想定される寿命のうち５割の残存寿命があることが判り、仮に評
価対象の歯車１を使用してきた期間が５年であったとするならば、同じ使用条件で後５年
程度は継続使用することが可能であると推定できる。
【００３０】
　従って、上記形態例によれば、一定期間使用した歯車１の歯面損傷に対する残存寿命を
非破壊で分析して推定することができるので、自動車のトランスミッション等に代表され
る歯車１を基幹要素とする機器類を点検整備するにあたり、整備性や信頼性の向上を図る
ことができ、また、中古部品の品質を確認することができて該中古部品の使用にあたって
の信頼性の向上を図ることもでき、更には、市場回収品における歯車１の残存寿命を調査
することで設計技術や評価技術の向上を図ることもできる。
【００３１】
　また、ここで補足して説明しておくと、本形態例で評価対象の歯車１の各歯面１ａにお
けるヘルツ圧力分布を求めるにあたっては、既存のコンピュータ制御による歯車精度測定
機を用いて歯車の歯面について歯形方向（歯車の半径方向に沿う歯の高さ方向）と歯すじ
方向（歯車の軸心方向に沿う歯の幅方向）の測定を行い、夫々の測定結果からその歯面の
三次元形状を生成することができるので、互いに噛み合う一対の歯車のうちの何れか一方
の平均歯面形状と他方の各歯面形状との組み合わせについて二歯面の形状誤差を一方に統
合した相対歯面形状を求め、全く形状誤差のない理論歯面と前記相対歯面形状を持つ歯面
との噛み合いに置換してヘルツ圧力分布を求めるようにすれば良い。
【００３２】
　尚、本発明の歯車の残存寿命推定方法は、上述の形態例にのみ限定されるものではなく
、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々変更を加え得ることは勿論である。
【符号の説明】
【００３３】
１　　　歯車
１ａ　　歯面
Ｃ　　　結晶格子
Ｓ　　　最高部位
Ｗ　　　最低部位
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